
令和７年４ 月１日 

障害児通所支援事業所運営法人 代表者様  

  

名古屋市子ども青少年局子育て支援部子ども福祉課長  

  

指定障害児通所支援事業者の更新について  
  

平素は、本市児童福祉行政の運営につきまして格別のご協力をいただきありがとうございま

す。  

 障害児通所支援事業の指定を受けている事業者の皆さまは、指定の有効期間が、指定月から 

６年後に満了となります。令和７年度中に指定が満了となる皆さまにおかれましては、事業を

継続される場合、下記のとおり更新の手続きを行っていただく必要があります。  

  

１ 更新申請書提出期限  

指定日   有効期間満了日  更新申請書提出期限  

令和元年  ６月  １日   令和７年  ５月３１日   令和７年  ４月１５日（火）  

令和元年 ７月  １日   令和７年  ６月３０日   令和７年  ５月１５日（木）  

令和元年 ８月  １日   令和７年  ７月３１日   令和７年  ６月１５日（日）  

令和元年 ９月  １日   令和７年  ８月３１日   令和７年  ７月１５日（火）  

令和元年 １０月  １日   令和７年  ９月３０日   令和７年  ８月１５日（金）  

令和元年 １１月  １日   令和７年  １０月３１日   令和７年  ９月１５日（月）  

令和元年 １２月  １日   令和７年  １１月３０日   令和７年  １０月１５日（水）  

令和２年  １月 １日   令和７年 １２月３１日   令和７年 １１月１５日（土）  

令和２年  ２月  １日   令和８年  １月３１日   令和７年 １２月１５日（月）  

令和２年 ３月  １日   令和８年  ２月２８日   令和８年  １月１５日（木）  

令和２年 ４月  １日   令和８年   ３月３１日   令和８年  ２月１５日（日）  

 令和２年 ５月  １日   令和８年   ４月３０日   令和８年   ３月１５日（日）  

○  更新申請書の受付は提出期限の１か月前から受け付けます。申請書提出期限を経過して提

出された申請書は受理できませんので、提出期限までに必ず提出ください。  

○  更新申請書については、持参又は郵送で提出してください。郵送の場合、更新申請書提出

期限日までの消印有効とします。  

○  持参の場合、更新申請書提出期限日の１７時までに持参してください。なお、申請書提出

期限が休庁日に当たる月は、その直前の開庁日（例：令和７年６月１５日（日）の場合、６

月１３日（金）とする。）までに持参してください。  

○  同一の事業所番号でも、サービスごとに有効期間満了日が異なる場合がありますのでご注

意ください。  



２ 提出書類  

   有効期間が満了となる事業所ごとに別添の「更新申請チェックリスト」を参照の上、申請

書類を作成・提出してください。  

資料のダウンロード方法   

   申請書等の書式については、次ページを参照のうえ、ダウンロードしてください。   

   「ウェルネットなごやトップページ」→「事業所の方へ」→「障害児通所支援の事業者指

定・登録等」→「指定・登録の様式等のダウンロード」→「指定の更新について」からダウ

ンロードしてください。  

  

３ 提出先及び提出方法以下の宛先まで郵送又は直接持参願います。（当日消印有効）  

〒460-8508 名古屋市役所子ども青少年局子ども福祉課障害児通所支援事業所更新担当（住

所不要）   封筒には「更新申請書在中」と記載ください。  

    なお、申請書提出期限経過後は申請書を受理できませんので、余裕をもって提出してくだ

さい。（簡易書留を推奨します。）  

  

４ 更新申請の内容確認  

   提出いただいた更新申請書等について、内容確認をすることがあります。  

    「更新申請チェックリスト」に、連絡のつく電話番号とご担当者名を記入してください。  

  

５ 更新通知書  

  申請書の審査後、更新通知書又は却下通知書を運営法人の住所へ普通郵便で送付します。

更新日から１週間経過しても通知が届かない場合、下記連絡先までご連絡ください。  

  

６ 更新を希望しない場合  

    更新を希望しない場合、更新申請書提出期限までに下記連絡先まで連絡の上、失効に関す

る申立書・誓約書（参考様式 29）を提出してください。なお、場合によっては来庁をお願

いすることがあります。  

  

７ 更新手続きを期限内に行わなかった場合  

    指定は失効しますので、利用者に対する必要な措置を速やかにとってください。失効後の

期間に係るサービス提供分の請求はできません。  

    なお、申請書提出期限経過後は申請書を受理できません。  

 

【担当】                                                           

名古屋市役所子ども青少年局  

子ども福祉課障害児通所支援事業所更新担当 

電話：052-972-3187  

  


